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2学期が始まり、短縮日課中、子供たちの意識を高め、「新しい生活様式」の再定着を図ってき

ました。感染拡大が続く状況下での登校に、不安を感じている御家庭もあろうかと思います。 

本日より給食が始まりますが、子供たちの意識を継続させ、感染防止に努めてまいります。御家

庭でも、子供自身が予防に取り組めるように、折に触れてお子さんとお話ください。 

 

 以下のことについて子供たちとも共有し、「自分と他者を守る」という意識を高めていき

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

やまな  

〈基本的な考え方〉  

すべての教育活動において、３つの条件(密閉・密集・密接)が同時に重なる場を避け

るために、次の取組を行います。 

    ①換気の悪い密閉空間にしないための換気の徹底 

    ②多くの人が手の届く距離に集まらないための配慮 

    ③近距離での会話や大声での発声をできるだけ控える。 

保健所が示している濃厚接触者となる判断基準は、次の３つが重なった場合です。 

   ①マスクなし   ②1メートル以内   ③１５分間以上 

マスク着用が大変重要となります。 

 

〈基本的な考え方を受けての教育活動〉 

１ 登下校について 

 ・毎朝、各家庭の検温と、風邪症状等の体調確認  

  (家庭で未実施の場合は、教室で行う。) 

 ・登下校時には、マスク着用が基本。暑いときや苦しいときは、マスクをずらしたり、

マスクを外したりしてもよしとする。ただし、話をせず、前を向いて歩く。 

 

２ 学校生活全般において 

 ・登校したら、教室に入る前に手指消毒をする。 

 ・休み時間ごとに、手指消毒をする。 

 ・給食の前、体育や昼休み、清掃の後には、手洗い・うがい・手指消毒をする。 

 ・室内では、マスクを着用して生活する。(昼休みや清掃時も) 

 ・換気のために教室の２方向の窓を常時開ける。(エアコン使用時も同様) 

 ・机と机の間を空ける。 

 ・昼休みに外で広がって遊ぶときにはマスクを外してよいが、話をする等友達と近距

離になるときにはマスクを着用する。 

 ・図書館を利用する際には、出入口で手指消毒をする。マスクを着用して過ごす。 

 ・緊急事態宣言中は、学級清掃とする。 

 

３ 給食について 

 ・給食当番の健康チェックを徹底する。 

 ・配膳の際には、間隔を保って並ぶ。 



 
 
 

 ・配膳時は、間隔を保って並ぶ。 

 ・分量の調節は、教員が行う。 

 ・前を向いて黙って食べる。マスクを外すのは、食べるときのみ。 

 ・食べ終わった児童からマスクをして、片付けをする。 

・歯磨きは、黙って行う。片付けした児童から歯磨きを行うため、水道場での混雑は解

消されるが、歯磨きをしたくない児童については自宅で行ってもよいとする。 

・ストローとともに牛乳パックもごみ袋に入れ、給食センターで回収する。 

 

４ 学習について  

※緊急事態宣言が解除された場合には変更する項目もあります。 

・長時間にわたり、密集または近距離になる活動は行わない。交流の活動はマスクをし

て短時間で行う。 

・音楽にて、歌唱する際はマスクをして少なくとも 1メートルの間隔をとって行う。 

 リコーダーや鍵盤ハーモニカの演奏はしない。 

・1時間をとおして、図工室や理科室で学習することはしない。必要に応じて、実験や

観察のみ理科室等を使用することはあります。 

・家庭科では、調理実習は行わない。 

・体育の授業でマスクを外すときは、広がって活動する。集合したり話し合ったりする

ときには、マスクを着用する。 

・教科等の学習において、市外への校外学習や市外の外部人材の活用は行わない。 

 

５ 心身の健康面について 

・感染症予防に伴う学校教育活動によって、ストレス(学習がわからない、友達と関わ

れない、学校に行くたくない等)を抱えることがないように、児童の気持ちに丁寧に

寄り添っていきます。担任だけでなく、必要に応じて養護教諭やスクールカウンセラ

ーに相談することもできます。 

・多くの児童が手を触れる場所(スイッチやドアノブ 等)は、毎日消毒します。 

  

６ 御家庭にお願いしたいこと 

・毎朝、検温と健康観察をしていただき、健康状態記録表に記入し、忘れずに持たせて

ください。 

・風邪症状(発熱・せき・鼻水 等)がある場合には、登校させず、外出しないようにお

願いします。同居の御家族に風邪症状がある場合も、お子さんに症状がなくても登校

を控えてくださるようお願いします。(出席停止となります。) 

・手洗い後に必要なハンカチ(タオル)を持たせてください。ハンカチの大きさによって

は、多めに持たせてください。 

・マスクが汚れてしまった等のときのために、予備のマスクを鞄の中に入れておいてく

ださい。(御準備が可能でしたら、不織布マスクをお願いします。) 

・各御家庭でも、帰宅後の感染症対策に御配慮ください。(外出時のマスクの着用等) 

・免疫力を高めるため、十分な睡眠、適切な運動やバランスの取れた食事に心掛けてく

ださい。 

・お子さんの様子で気になることがありましたら、速やかに担任や養護教諭等、学校職

員に御連絡ください。 


